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衆
議
院
議
員
中
川
秀
�
君
提
出
天
下
り
・
渡
り
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

衆
議
院
議
員
山
内
康
一
君
提
出
日
本
郵
政
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
六
日
内
閣
衆
質
一

七
三
第
一
八
号
）
一
の
�
に
つ
い
て
で
述
べ
た
「
府
省
庁
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
」
と
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法

律
第
百
二
十
号
）
第
百
六
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
等
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
を
い
い
、
国
務
大
臣
に
よ
る
あ
っ
せ

ん
は
含
ま
れ
な
い
が
、
平
成
二
十
一
年
九
月
二
十
九
日
の
閣
議
に
お
け
る
鳩
山
内
閣
総
理
大
臣
の
発
言
に
よ
り
、
組
織
の
改

廃
等
に
よ
り
離
職
せ
ざ
る
を
得
な
い
場
合
の
官
民
人
材
交
流
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
を
除
き
、
天
下
り
の
あ
っ
せ
ん
を

全
面
禁
止
す
る
こ
と
を
現
内
閣
の
方
針
と
し
た
こ
と
か
ら
、
国
務
大
臣
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
も
、
当
然
認
め
ら
れ
な
い
。

二
に
つ
い
て

日
本
銀
行
総
裁
の
人
事
は
、
日
本
銀
行
法
（
平
成
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
に
基
づ
き
、
任
命
権
者
で
あ
る
内
閣
が
、
適

材
適
所
と
い
う
考
え
方
か
ら
能
力
あ
る
人
材
を
登
用
し
て
任
命
す
る
も
の
で
あ
り
、
府
省
庁
が
退
職
後
の
職
員
を
企
業
、
団

体
等
に
再
就
職
さ
せ
る
こ
と
を
い
う
「
天
下
り
」
に
は
該
当
し
な
い
。

現
内
閣
に
お
い
て
は
、
一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
と
お
り
、
天
下
り
の
あ
っ
せ
ん
の
根
絶
を
図
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
こ
の

一



方
針
は
、
「
民
主
党
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

三
及
び
四
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
「
天
下
り
の
裏
ル
ー
ト
」
を
、
十
一
月
十
七
日
の
政
府
答
弁
書
に
よ
り
解
禁
し
た
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明

ら
か
で
な
い
が
、
現
内
閣
に
お
い
て
は
、
退
職
し
た
公
務
員
が
、
府
省
庁
の
あ
っ
せ
ん
を
受
け
ず
に
再
就
職
す
る
こ
と
は

「
天
下
り
」
に
は
該
当
し
な
い
が
、
退
職
し
た
公
務
員
が
、
同
一
府
省
庁
出
身
者
が
何
代
に
も
わ
た
っ
て
占
め
て
き
た
特
定

の
団
体
等
の
ポ
ス
ト
に
再
就
職
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
府
省
庁
の
当
該
団
体
等
に
対
す
る
行
政
上
の
権
限
、
契
約
、

補
助
金
等
の
関
係
及
び
当
該
再
就
職
の
経
緯
に
つ
い
て
精
査
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
お
尋
ね
の
前

原
国
土
交
通
大
臣
及
び
仙
谷
内
閣
府
特
命
担
当
大
臣
（
行
政
刷
新
）
の
発
言
は
、
こ
の
考
え
方
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

四
の
�
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
天
下
り
の
「
固
定
的
ポ
ス
ト
」
及
び
「
指
定
席
ポ
ス
ト
」
の
意
味
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
く
、
ま
た
、
お
尋

ね
の
「
日
本
郵
政
正
副
社
長
人
事
に
伴
う
株
式
会
社
東
京
金
融
取
引
所
社
長
及
び
社
団
法
人
日
本
損
害
保
険
協
会
副
会
長
の

後
任
人
事
」
に
つ
い
て
は
、
府
省
庁
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
を
受
け
ず
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
「
天
下
り
」
に
は
当
た
ら
な

二



い
が
、
退
職
し
た
公
務
員
が
、
同
一
府
省
庁
出
身
者
が
何
代
に
も
わ
た
っ
て
占
め
て
き
た
特
定
の
団
体
等
の
ポ
ス
ト
に
再
就

職
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
当
該
府
省
庁
の
当
該
団
体
等
に
対
す
る
行
政
上
の
権
限
、
契
約
、
補
助
金
等
の
関
係
及
び
当
該

再
就
職
の
経
緯
に
つ
い
て
精
査
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
法
に
規
定
す
る
再
就
職
等
規
制
の
監
視
の
在
り
方
に
つ
い
て
は
、
再
就
職
等
監
視
委
員
会
の
取
扱
い
を
含
め
、

今
後
、
公
務
員
制
度
改
革
を
検
討
す
る
中
で
併
せ
て
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
お
り
、
再
就
職
等
監
視
委
員
会
の
委
員
長

及
び
委
員
の
任
命
に
つ
い
て
は
、
当
該
検
討
状
況
を
踏
ま
え
て
対
応
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
今
般
の
「
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
人
事
に
関
す
る
当
面
の
対
応
方
針
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
一
年

九
月
二
十
九
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
対
応
方
針
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
公
募
に
当
た
っ
て
、
職
務
内
容
書
や
選
考
基
準
が

公
務
員
Ｏ
Ｂ
及
び
役
員
出
向
経
験
者
等
、
特
定
の
者
を
優
遇
す
る
も
の
と
な
ら
な
い
よ
う
、
独
立
行
政
法
人
等
に
対
す
る
指

導
等
を
行
う
と
と
も
に
、
外
部
の
有
識
者
に
よ
る
選
考
委
員
会
の
開
催
な
ど
選
考
の
公
平
性
及
び
透
明
性
を
十
分
に
確
保
し

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三



七
の
�
に
つ
い
て

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
役
員
及
び
職
員
に
つ
い
て
は
、
対
応
方
針
の

趣
旨
に
沿
っ
て
選
考
を
行
っ
た
上
で
任
命
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
務
員
出
身
者
の
み
が
就
任
で
き
る
役
職
は
生
じ
な
い
と
考

え
て
い
る
。

七
の
�
に
つ
い
て

平
成
二
十
年
四
月
一
日
現
在
に
お
い
て
、
社
会
保
険
病
院
、
厚
生
年
金
病
院
及
び
船
員
保
険
病
院
の
運
営
を
受
託
し
て
い

る
社
団
法
人
全
国
社
会
保
険
協
会
連
合
会
、
財
団
法
人
厚
生
年
金
事
業
振
興
団
及
び
財
団
法
人
船
員
保
険
会
の
役
員
及
び
職

員
の
う
ち
、
社
会
保
険
庁
職
員
を
含
む
国
家
公
務
員
の
再
就
職
者
に
つ
い
て
は
常
勤
及
び
非
常
勤
を
あ
わ
せ
て
百
三
十
四
名

と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
者
は
、
各
法
人
の
本
部
や
病
院
等
の
事
務
部
門
に
再
就
職
し
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。
ま
た
、

現
役
の
社
会
保
険
庁
職
員
は
、
こ
れ
ら
の
病
院
に
出
向
し
て
い
な
い
。

機
構
が
運
営
す
る
病
院
と
な
っ
た
後
に
、
機
構
の
役
員
及
び
職
員
に
公
務
員
出
身
者
を
任
命
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

対
応
方
針
に
沿
っ
て
、
公
正
で
透
明
な
人
事
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
公
募
に
よ
り
選
考
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

ま
た
、
機
構
が
公
募
す
る
場
合
の
資
格
要
件
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
及
び
地
方
公
務
員
に
有
利
と
な
る
こ
と
の
な
い

四



公
平
な
要
件
を
設
定
す
る
よ
う
機
構
に
指
導
等
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し
て
ま
い
り
た
い
。

八
に
つ
い
て

国
家
公
務
員
制
度
改
革
基
本
法
（
平
成
二
十
年
法
律
第
六
十
八
号
。
以
下
「
基
本
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
規
定
に

基
づ
く
法
制
上
の
措
置
と
し
て
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
が
第
百
七
十
一
回
国
会
に
内
閣
か
ら
提

出
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
同
法
案
は
平
成
二
十
一
年
七
月
に
廃
案
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
り
、
ま
た
、
内
閣
人
事
局
に
関
す
る
法
律
案
を
改
め
て
提
出
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
基
本
法
成
立

以
降
こ
れ
ま
で
の
経
緯
の
総
括
を
行
い
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
今
す
ぐ
今
国
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
基

本
法
に
違
反
す
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
基
本
法
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
内
閣
人
事
局
に
関
す
る
法
律
案
の
具

体
的
内
容
や
提
出
時
期
を
速
や
か
に
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

五


